
  1/5 

2050 ［社保］給付金の見直し.doc 

〒２２１－０８３４ 

横浜市神奈川区台町 13 番地の 8 ｼｪﾘｰﾋﾙｽﾞ横浜 203 号 

 望月行政・社労士事務所 
TEL ( 045 ) 313 - 6188  FAX ( 045 ) 313 - 6177 

 http://homepage2.nifty.com/OfficeMochizuki/  

給付制度の見直しについてのご案内 
H19.2.1 時点の情報で作成しておりますので、支給金額や支給期間等が異なる場合がございます。 

制度改革に伴う現金給付の見直しについて 

 
○出産育児一時金 

【平成１８年１０月から改正】 
【現行】   【見直し後】 

出産育児一時金：３０万円 出産育児一時金：３５万円 

 
 

○出産手当金 
【平成１９年４月から改正】 

【現行】   【見直し後】 

出産手当金：産前産後休暇１日

につき賃金の６割相当額を支給

出産手当金：産前産後休暇１日につ

き賃金の３分の２相当額を支給 

※ただし、退職（資格喪失）後や任意継続被保険者の出産の場合は、今までの要件を満たし

ていても、平成１９年５月１２日以降の出産の場合は、支給されません。 
 

○傷病手当金 
【平成１９年４月から改正】 

【現行】   【見直し後】 

傷病手当金：傷病休業１日につ

き賃金の６割相当額を支給。最

長で１年６ヶ月。 

傷病手当金：傷病休業１日につき賃

金の３分の２相当額を支給 

※ただし、任意継続被保険者の場合は、支給されません。 
 

○埋葬料 
【平成１８年１０月から改正】 

【現行】   【見直し後】 

埋葬料：１ヶ月の賃金相当額（最

低保障１０万円）を支給 

埋葬料：定額５万円を支給 

 

社会保険庁ＨＰでの御案内→http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html 
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医療保険制度が改正されました 

医療保険制度の将来にわたる持続的なかつ安定的な運営を確保するため、健康保険制度および船員保険

制度が改正され、平成１８年１０月より順次施行されることとなっております。 

 ■平成１８年１０月より実施 

●７０歳以上の現役並み所得を有する方の一部負担金（窓口負担）の割合が変わります。 
 現役並み所得を有する７０歳以上の方の一部負担金（窓口負担）について２割から３割となります。  

※ 現役並み所得を有する方とは、標準報酬月額が２８万円以上である７０歳以上の被保険者及びその７０歳以

上の被扶養者です。単身世帯で年収３８３万円、夫婦世帯で５２０万円未満であるときは申請により、１割

となります。 

※公的年金等控除の見直しに伴う現役並み所得者の経過措置について 

 公的年金等控除や老年者控除の見直しにより、現役並み所得者となる７０歳以上の方については、平成１８

年９月から最大２年間、月ごとの自己負担限度額は、現役並みよりも低い「一般」の額が適用されます。 

 【経過措置の対象となる方の一部負担金等】 

  窓口負担割合 ３割 

  外来限度額 １２，０００円 自己負担限度額 ４４，４００円 

 
●高額療養費の自己負担限度額が変わります。 
 高額療養費とは、１ヶ月に医療機関等に支払った自己負担限度額が定められた算出方法による自己負担

限度額をこえたときに、請求により払い戻される制度です。 
今回の改正により、自己負担限度額は引き上げられます。 
《７０歳未満の方の自己負担限度額》 

 
※

１ 

 上位所得者とは、平成１８年１０月からは診療月の標準報酬月額が５３万円以上の被保険者及びそ

の被扶養者となります。平成１８年９月までは、標準報酬月額が５６万円以上の被保険者およびその

被扶養者です。 

※

２ 

 低所得者とは、被保険者が市（区）町村税の非課税者、被保険者または被扶養者が自己負担限度額

の低い高額療養費の支給があれば生活保護の被保護者とならない人です。 
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《 ７ ０ 歳 以 上 の 方 の 自 己 負 担 限 度 額 》

 

※

１ 

 市（区）町村民税非課税者または低所得Ⅱの適用を受けることにより、生活保護の被保護者となら

ない被保険者とその被扶養者。 

※

２ 

 被保険者およびその被扶養者のすべてについて、療養を受ける月の属する年度分の市（区）町村民

税に係る総所得金額等の金額がない場合、または低所得Ⅰの特例を受ければ生活保護の被保護者とな

らない場合。 

（注）金額は、１月あたりの限度額。 

【 】内の金額は、多数該当（過去１２ヶ月に３回以上の高額療養費の支給を受け４回目）の場合の額。 

高額長期疾病（特定疾病）の見直しについて 

 長期にわたって高額な医療費が必要となる特定疾病については、特例により自己負担限度額が 1 万円

となっており、限度額をこえる分は高額療養費が現物給付されています。 
 今回の改正に伴い、人工透析を要する標準報酬月額が５３万円以上である７０歳未満の被保険者、ま

たは、標準報酬月額が５３万円以上の被保険者に扶養される７０歳未満の被扶養者については、自己負

担限度額が現行の１万円から２万円に引き上げられます。 

 
 
●入院時生活療養費が新設されます。 
 療養病床に入院する７０歳以上の 
方の食費の負担額が変わるとともに、 
新たに居住費（光熱水費）の負担が 
追加されます。ただし、難病等の入 
院医療の必要性が高い方の負担額は、 
変更前の額に据え置かれます。（居 
住費の負担はありません。） 
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●出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額が変わります。 
 被保険者・被扶養者である家族が出産したときに支給される一時金が５万円増額され、１児につき３５

万円が支給されます。 
 また、被保険者の医療機関等での窓口において出産費用を支払う負担を軽減するため、政府管掌健康保

険および船員保険では１０月より出産育児一時金の医療機関等による受取代理を実施することといたしま

した。 

改正前

 
３０万円

改正後

 
３５万円

 
●埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額が変わります。 
 被保険者が死亡したときは埋葬を行った家族に故人の標準報酬月額の１ヶ月分（１０万円未満のときは

１０万円）、家族がいないときは埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用（埋葬費）が、ま

た被扶養者となっている家族が死亡したときは被保険者に１０万円が支給されていましたが、今回の改正

により、埋葬料・家族埋葬料については一律５万円が支給されます。埋葬費については、５万円の範囲内

で埋葬にかかった費用が支給されます。 

 
 

 

 

 
 
 
 

■平成１９年４月より実施 

●標準報酬月額の上下限が変わります。 
 現在標準報酬月額は、下限９万８千円、上限９８万円となっていますが、平成１９年４月より下限が５

万８千円、上限は１２１万円となります 

（全３９等級） 
 

現行の上限 ９８万円

 
現行の下限 ９万８千円

（全４７等級） 
 

見直し後 １２１万円 
 

見直し後 ５万８千円 
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●標準賞与額の上限が変わります。 
 賞与が支給された際の保険料は、標準賞与額（賞与支給額の１０００円未満を切り捨てた額）に保険料

率をかけて計算することとなっています。標準賞与額の上限は、これまで１回につき２００万円を上限と

していましたが、平成１９年４月より年間賞与の累計額５４０万円を上限とすることとなりました。 

現行の上限額 
 

１回あたり２００万円

見直し後の上限額 
 

 年間５４０万円 

（年度は毎年４月１日から翌年３月３１日まで）

 
●傷病手当金、出産手当金の支給額が変わります。 

 これまでは、１日あたり標準報酬日額の６割が支給されていましたが、平成１９年４月より、標準報酬

日額の３分の２相当額が支給されることとなりました。 

現行の支給額 
 

標準報酬日額の６割 

見直し後の支給額 
 

標準報酬日額の３分の２ 

 

●任意継続被保険者の給付の一部が廃止されます。 

 任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されます。 

 

●被保険者資格喪失後の出産手当金が廃止されます。 

 資格喪失後６ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。 

 

 

 

■平成２０年４月より実施 

●一部負担金の割合が改正されます。 

 ７０歳以上の一般所得者については、療養の給付にかかる一部負担金の割合が、現行の１割か

ら２割に改正されます。 

 また、現在３歳未満の乳幼児については一部負担金の割合が２割となっていますが、少子化対策

の観点から今後は義務教育就学前までに拡大されます。 

 

 


